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1．土砂災害とは？
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宮城県

山から崩れた土や石が、
水と一緒になって強い勢
いで流れ下ってくる。

がけ崩れ

急な斜面が一気に崩れる。
やや傾斜のゆるい斜面が、
広い範囲にわたってかた
まりのまま動く。

●主に下記の３種類に分けられます
●ひとたび発生すれば一瞬で人命や財産を奪います（激甚的）
●発生を予測することが困難です（突発的）

土石流 地すべり

土砂災害とは・・・？
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宮城県

土砂災害発生のメカニズムは・・・？
土石流

がけ崩れ
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宮城県

土砂災害発生のメカニズムは・・・？

地すべり
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宮城県

雨の降り方の変化と土砂災害(S57～H28)（国土交通省調べ）

○自然災害での死者・行方不明者
の約４割が土砂災害が起因

○土砂災害では屋内での犠牲者
が約９割弱を占める

安全な場所への避難！

土砂災害は人命に大きく影響！5



宮城県

2．近年の土砂災害について

1．土砂災害とは？
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宮城県

土砂災害発生件数
１５１４件

土石流等 ： 313件
地すべり ： 173件
がけ崩れ ：1028件

【被害状況】
人的被害：死者 22名

行方不明者 2名
負傷者 8名

人家被害：全壊 219戸
半 壊 195戸
一部損壊 287戸

地すべり

ひたし

大分県日田市
7/6

凡例
発生件数

100～

50～
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9/17 つくみし

大分県津久見市土石流等

あさくらぐんとうほうむら

福岡県朝倉郡東峰村
7/5

土石流等

7/6
がけ崩れ

あさくらし

福岡県朝倉市

9/17
がけ崩れ

みとよしたかせちょう

香川県三豊市高瀬町

土砂災害警戒区域（がけ崩れ）

土砂災害特別警戒区域（がけ崩れ）

土砂災害警戒区域（土石流）

土砂災害警戒区域（がけ崩れ）

土砂災害特別警戒区域（がけ崩れ）土砂災害警戒区域（土石流）

10/23 いといがわ

新潟県糸魚川市地すべり

土砂災害警戒区域（地滑り）

【台風第3号経路】

【台風第18号経路】

【台風第21号経路】

【台風第5号経路】

【台風第22号経路】

温帯
低気圧

かいそうぐんきみのちょう

和歌山県海草郡紀美野町
10/23

土石流等

宮城県では、がけ崩れ16件（人家一部損壊2戸）

平成29年 全国の土砂災害発生状況（国土交通省調べ）
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宮城県

平成29年の土砂災害発生件数は過去10年で最大を記録

近10年の土砂災害発生件数及び人的・家屋被害件数（国土交通省調べ）
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宮城県

近年10年間では，平均して11件ほどの土砂災害が発生しており，そのほとんどががけ崩れ。
発生件数が多いのは，平成20年6月の岩手・宮城内陸地震，平成23年の東北地方太平
洋沖地震によるもののほか，平成27年9月関東・東北豪雨及び平成29年10月の台風21号に
起因したもの。

直近10年の平均
（H20～H29）

11件
0
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10 8

18

3 1 3

24

1

16

岩手・宮城内陸地震 東北地方太平洋沖地震 関東・東北豪雨 台風第21号

宮城県における土砂災害発生状況は・・・？
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宮城県

がけ崩れ:山元町山下

がけ崩れ:富谷市富谷栃木沢

家屋の被害状況

斜面崩壊状況

斜面崩壊状況

被害状況
崩壊の規模 ：幅40m 高さ17m 崩壊の規模 ：幅18m 高さ14m

被害状況 ：家屋一部損壊1戸

大雨（8/15，9/12） がけ崩れ2件
台風18号 がけ崩れ1件
台風21号 がけ崩れ13件，家屋被害2戸

宮城県における平成29年度の土砂災害
気仙沼市

南三陸町

石巻市

女川町

登米市

栗原市

大崎市

桶谷町

美里町

加美町

色麻町

大衡村

大和町

冨谷町

大郷町
松島町

東松島市

利府町

多賀城市

塩竈市
七ヶ浜町仙台市

川崎町

蔵王町

村田町
名取市

岩沼町

垣理町

山元町

角田市

丸森町

白石市
七ヶ宿町

柴田町

大河原町 位置図
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宮城県

3．土砂災害防止法について

1．土砂災害とは？
2．近年の土砂災害について
3．土砂災害防止法について
4．土砂災害から身を守るために！
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宮城県

総合的な土砂災害対策

ハード対策

想定される土砂災害に対して
砂防えん堤や法枠工などの土砂
災害防止工事を実施することで
安全を図る。

土砂災害警戒区域等の指定や
ハザードマップ作成を通して、
土砂災害に対する警戒避難体
制を整える。

ソフト対策

長期にわたる工事
莫大な建設コスト

早期的な効果発揮
妥当な財政コスト

防災部門土木・建設部門

土砂災害対策の２本柱
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宮城県

宮城県内の土砂災害危険箇所における施設整備率
平成29年度末時点

危険箇所
土石流 急傾斜 地すべり 合計

箇所数 整備数 箇所数 整備数 箇所数 整備数 箇所数 整備数 整備率

ランクⅠ 1,361 240 1,844 358 105 35 3,310 633 19.1%
ランクⅡ・Ⅲ 2,052 23 3,120 11 0 0 5,172 34 0.7%
合計 3,414 263 4,964 369 105 35 8,482 667 7.9%

○平成29年度概成施設（砂防施設３箇所、急傾斜２箇所）
栗原市栗駒桜田地区は，
平成25年7月の豪雨によ
り一部斜面が崩壊斜面が
崩壊する危険性が高いこ
とから，吹付法枠工によ
る対策実施

遠田郡涌谷町川畑地区
にて実施していた川畑
沢砂防堰堤が完成。下
流の人家，県道及び町
道のほか，要配慮者利
用施設を保全
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宮城県

土砂災害防止法の制定
【背景】平成11年6月29日 広島豪雨災害

土石流：139件、がけ崩れ：186件、死者：24名

問題点①
土砂災害のおそれのある箇所が
住民に周知されていない

問題点②
土砂災害のおそれのある
場所で宅地開発・分譲が進行

平成13年4月1日 土砂災害防止法 施行

● 危険な箇所の周知
● 警戒避難体制の整備
● 危険な箇所での開発抑制

ソフト対策の重要性
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宮城県

17
・要配慮者利用施設における避難確保計画及び計画に基づく避難訓練

の実施を施設管理者等へ義務づけ
平成29年6月

一部改正

・基礎調査の実施および土砂災害警戒区域等の指定による危険の周知
・土砂災害警戒区域における警戒避難体制の整備
・土砂災害特別警戒区域における住宅等の新規立地の抑制等

平成13年4月１日
土砂災害防止法施行

・土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設への情報伝達、土砂災害
ハザードマップの配布等を義務付け

平成17年7月１日
一部改正

・大規模な土砂災害が急迫している場合における緊急調査の実施
・被害の想定される区域・時期の情報(土砂災害緊急情報)を市町村へ

通知、一般へ周知

平成23年5月１日
一部改正

・基礎調査結果の速やかな公表
・避難経路を市町村地域防災計画に位置づけるなど、警戒避難体制

の強化・充実
・土砂災害警戒情報の市町村への通知、一般への周知を義務づけ

平成27年1月18日
一部改正

平成11年6月広島市，呉市等における集中豪雨で土砂災害により死者24名

平成16年台風等による土砂災害が相次ぎ、高齢者等防災上配慮を要する者の被災が顕著

平成20年岩手・宮城内陸地震で多数河道閉塞が発生

平成26年8月広島市北部における集中豪雨で土砂災害により死者74名

平成28年8月岩手県岩泉町の高齢者グループホームが河川の氾濫により被災、死者9名

土砂災害防止法の改正経緯

16



宮城県

○ 平成28年8月の台風10号による社会福祉施設の浸水被害(死者9名)を踏まえ，避難確保計
画が未作成の要配慮者利用施設について，計画作成をより一層促進することが必要。

○ このため，土砂災害防止法を改正し，土砂災害警戒区域内で警戒避難体制の整備を適切に
講じる必要のある要配慮者利用施設に対して，避難確保計画の作成等を義務付けることに
よって，施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図る。

計画に基づく
避難訓練

避難確保計画 施設管理者等へ作成を義務付け

施設管理者等へ実施を義務付け改 正

改 正
計画作成の担保措置

・計画を作成しない施設管理者等に対して、
市町村長は必要な指示を行うことができる。
・正当な理由がなく，指示に従わないときは、
市町村長はその旨を公表することができる。

【目標】
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・避
難訓練の実施率について、2021年までに100％を
実現。

要配慮者利用施設の管理者等へ避難確保計画の作成等を義務付け

要配慮者利用施設の警戒避難体制の構築 要配慮者利用施設の被災事例

土砂災害防止法の一部改正(H29.6)について（※水防法等との一括改正）
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宮城県

• 目 的 （法第１条）

土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、

〇土砂災害が発生するおそれがある土地の区域において

・区域を明らかにする。

・区域における警戒避難体制の整備を図る。

〇著しい土砂災害が発生するおそれがある土地の区域において

・一定の開発行為を制限する。

・建築物の構造の規制に関する所要の措置を定める。

等により、土砂災害の防止のための対策の推進を図り、もって公共の福
祉の確保に資することを目的とする。

土砂災害防止法の目的

土地、家屋等の財産等は，本法が直接対象とする保護法益に含んでいない
本法は工事に対する規定を持たない，ソフト対策法である
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宮城県

定 義

急傾斜地崩壊
危険箇所

傾斜度３０度以上、高さが５ｍ

以上の急傾斜地。

土石流危険箇所

地形条件等によって土石流の

堆積や氾濫が予想される範囲。

地すべり危険箇所

地すべりの発生のおそれのあ

る箇所で、“地すべり防止

法”で指定されうる範囲。

●建設省（当時）からの通知により、調査要領に基づき、土砂災害の

危険性のある箇所について図上調査。

※開発等について法的規制はない。

宮城県内には，土砂災害の起こる恐れのある箇所が8,482箇所存在
19



宮城県

土砂災害警戒区域 （法第７条）

都道府県知事は、土砂災害が発生した場合、住民等の生命又は身体に

危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域におけ

る土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域

として政令で定める基準に該当するものを、土砂災害警戒区域として指

定することができる。

土砂災害警戒区域等の指定

土砂災害特別警戒区域 （法第９条）

都道府県知事は、警戒区域のうち、土砂災害が発生した場合、建築物

に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある

と認められる土地の区域で、一定の開発行為の制限及び居室を有する建

築物の構造の規制をすべき土地の区域として政令で定める基準に該当す

るものを、土砂災害特別警戒区域として指定することができる。
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宮城県

土砂災害警戒区域等指定の流れ

□ 基礎調査

□ 基礎調査結果の公表

□ 基礎調査結果住民説明会

□ 市町村長意見照会を経て県公報告示

□ 警戒避難体制の整備（関係市町村）

↑

説
明
会
資
料
の
一
例

基礎調査（法第４条）

１．都道府県は、土砂災害警戒区域等指定のために必要な基礎調査として、
おおむね５年ごとに基礎調査を行う。

２．都道府県は、基礎調査の結果を、関係のある市町村の長に通知すると
ともに、公表しなければならない。
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宮城県

どのような区域が指定される？

傾斜２°以上

×× 〇

対策していない
人家は壊れて著
しい被害

対策していな
い人家も壊れ
ない

生命・身体に
危害のおそれ
がある

警戒区域 特別警戒区域

土石流発生

土石流に対する
区域指定のイメージ

■土石流
山腹が崩壊して生じた土石等又は渓流の土石

等が水と一体となって流下する自然現象
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宮城県

どのような区域が指定される？

５ｍ以上

３０°
以上

×× 〇

１０ｍ

がけの高さの２倍
（最大５０ｍ）

対策していない
人家は壊れて著
しい被害

対策していな
い人家も壊れ
ない

生命・身体に
危害のおそれ
がある

警戒区域警戒区域 特別警戒区域

■急傾斜地の崩壊
傾斜度が30度以上である土地が崩壊

する自然現象

がけ崩れに対する
区域指定のイメージ
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宮城県

どのような区域が指定される？
■地すべり

土地の一部が地下水等に起因してすべる自然現象
又はこれに伴って移動する自然現象

×× △

対策していない
人家は、地すべ
りが到達してか
ら３０分※以内
に損壊し、著し
い被害

対策していない
人家も、地すべ
りが到達してか
ら３０分※以内
に損壊すること
はない

生命・身体に危
害のおそれがあ
る

地すべり区域

警戒区域 特別警戒区域 警戒区域

地すべり区域の長さ地すべり区域と同じ長さ
（最大２５０ｍ）

最大６０ｍ

※３０分：
地すべりが人家に到
達してから避難終了
までに要する時間の
目安

地すべりに対する区域指定のイメージ
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宮城県

警
戒
区
域
で
は

警戒避難体制の整備

特
別
警
戒
区
域
で
は

さ
ら
に

特定の開発行為に対する許可制

建築物の構造規制

建築物の移転勧告

土砂災害警戒区域等に指定されると？
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宮城県

土砂災害警戒区域（ｲｴﾛｰｿﾞｰﾝ）に指定されると？
警戒避難体制の整備 （法第８条第１項）

市町村防災会議（設置しない市町村については市町村長）は、警戒区域の指定が
あったときは、市町村地域防災計画において当該警戒区域ごとに土砂災害に関する

〇情報の収集及び伝達、予報又は警報の発令及び伝達

○避難施設、避難場所、避難路、避難経路

○要配慮者利用施設、学校等の名称及び所在地

〇救助

等、当該警戒区域において土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制について
定める。

住民への周知 （法第８条第３項）

土砂災害警戒区域を含む区域の市町村長は、市町村地域防災計画に基づき、

〇土砂災害に関する情報の伝達方法

〇避難施設、避難場所、避難路、避難経路に関する事項

等、警戒区域において円滑な警戒避難が行われるために必要な事項を住民に周知さ
せるため、これらの事項を記載した印刷物の配布、その他の必要な措置を講じなけ
ればならない。 →ハザードマップの配布 26



宮城県

土砂災害特別警戒区域（ﾚｯﾄﾞｿﾞｰﾝ）に指定されると？
特定開発行為の制限 （法第１０条）

土砂災害特別警戒区域内において、特定開発行為をしようとする者は、あらかじ
め都道府県知事の許可を受けなければならない。

「特定開発行為」
開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物の用途が制

限用途であるもの

「制限用途」
① 住宅（自己の居住の用に供するものを除く）
② 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用す

る社会福祉施設、学校及び医療施設（施行令第６条に定めるものに限る）
③ ①②を含まないことが確定していないもの

土砂災害特別警戒区域内において、①②③の建築物を建築するため、土地の
区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ都道府県知事の許可を受け
なければならない。

「区画の変更」：建築物の建築等のための土地の区画の変更をいい、単なる土地の分合筆は含まれない。
「形質の変更」：切土、盛土又は整地をいう。

27



宮城県

土砂災害特別警戒区域（ﾚｯﾄﾞｿﾞｰﾝ）に指定されると？
居室を有する建築物の構造耐力に関する基準（法第２４条）

土砂災害特別警戒区域における土砂災害発生を防止するため、居室を有する建築
物の構造が土砂の衝撃に対して安全なものとなるよう建築物の構造耐力に関する基
準を「建築基準法」において定める。

土砂の衝撃

ＯＫ！
基礎

控壁 ＲＣ造の外壁 土砂の衝撃

一体

ＯＫ！
住宅等は、土砂災害の衝撃に
耐えることができる構造にす
る必要がある。

移転等の勧告 （法第２６条）
都道府県知事は、土砂災害特別警戒区域内において土砂災害が発生した場合、居

室を有する建築物に損壊が生じ、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそ
れが大きいと認めるときは、当該建築物の所有者、管理者等に対し、当該建築物の
移転等、土砂災害防止・軽減するための必要な措置をとることを勧告することがで
きる。

都道府県知事は、この勧告をした場合、必要があると認めるときは、その勧告を
受けた者に対し、土地の取得についてのあっせん等の支援措置を講ずるよう努めな
ければならない。 28



宮城県

「大分県の土砂災害に伴う宮城県の取り組み」について
【被害発生状況】

○平成30年4月11日午前3時50分頃、大分県中津市耶馬溪町金吉
(やばけいまちかなよし)で住宅の裏山が、幅約200ｍ、高さ約
100ｍにわたり崩壊した。

〇地震による揺れや降雨がない中で、突然山の斜面が崩壊した。
○被害は、住家４棟が土砂に巻き込まれ、死者６名。
○現地調査した国や大学教授らの専門家チームは、風化で斜面の岩
盤に裂け目ができ、堆積した土砂を巻き込んで山崩れが起きたと
の見解を示した。

○大分県では、現場周辺を「土砂災害特別警戒区域」(急傾斜地)に
指定していた。

【宮城県の取り組み】
○大分での土砂災害を受け、当県の取り組みとしては、例年６月の

土砂災害防止月間に、県及び市町村が共同で実施している土砂災
害危険箇所等点検パトロールの強化を図っていく。

○具体的には、パトロール実施時期の前倒しと、実施数を拡大。
対 象：急傾斜地の危険箇所のうち、要配慮者利用施設（※）を含む１８６箇所を選定し、

重点的にパトロールを実施。
また、個人や市町村から要望のあった箇所についても実施。

時 期：毎年６月 → ５月7日～６月
実施数：平成２９年度(１３０箇所）→ １８６箇所＋α
（※）要配慮者利用施設：社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を

要する方々が利用する施設 29



宮城県

4．土砂災害から身を守るために！

1．土砂災害とは？
2．近年の土砂災害について
3．土砂災害防止法について
4．土砂災害から身を守るために！
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宮城県

土砂災害
から

身を守る
ために

●大雨の際の情報に注意しましょう！ ●早めの避難行動を！

•特にお年寄りや小さな子供、障害のある方の
避難には時間がかかる場合があります。

•避難勧告がなくても、危険を感じたら自主避
難を！

•日頃から避難場所の把握、備蓄、避難訓練
を！

•避難行動は周囲の人と声をかけあって！

【入手したい情報】

•注意報・警報等の気象情報

•土砂災害警戒情報

•避難準備・高齢者等避難開始，避難勧告，避
難指示

【入手方法】

•テレビ・ラジオ・インターネット

•市町村からの防災行政無線

•自動配信メール（登録制）

●お住まいの地域にある土砂災害危険箇所や土砂災害警戒区域等を確認しましょう！
•お住いの場所が土砂災害危険個所・土砂
災害警戒区域等に当たるかどうかあらか
じめ確認しておきましょう！

•ハザードマップについてはお住いの自治
体にお問い合わせください。

•土砂災害警戒区域等に関する情報は宮城
県のHPから確認いただけます。

事前の準備を！

連携した対応を！迅速で正確な情報把握を！ 31



宮城県

宮城県砂防総合情報システム

土砂災害警戒情報とは
• 仙台管区気象台と宮城県が共同で発表

• 土砂災害の危険性が高まっている場合に発表

• 土砂災害警戒情報発表後は、気象情報及び市町村からの避難勧告等
の発表に注意する。

• 通称「ＭＩＤＳＫＩ（ミヅキ）」

• 雨や土砂災害の危険度について

インターネットで情報提供

• 土砂災害警戒情報等配信メール登録

• 土砂災害警戒区域等確認マップの公開

宮城県砂防総合情報システムをご活用ください！

32



宮城県

土砂災害警戒情報の発表のタイミングと発表基準

土砂災害発生の危険度が非常に高まっ
たときに，
対象となる市町村を特定して仙台管区
気象台と宮城県が共同で発表

過去の土砂災害発生・非発生時の雨量データをもとに地域ごとに
土砂災害警戒情報発表基準が設定されており，2時間後に発
表基準を超えると予想された段階で土砂災害警戒情報を発表
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宮城県

こうした現象は土砂災害の前兆現象です！
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宮城県

地域が連携して対応した事例
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宮城県

地域が連携している状況
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宮城県

宮城県の住民等の防災意識の醸成のための取り組み事例
宮城県では，県民の方に土砂災害の危険性や警戒避難体制
の重要性などについて理解を深めてもらうことを目的に，職員が住
民集会や避難訓練に合わせるなど様々な機会を通じ，土砂災
害対策に関する出前講座を実施し防災意識の醸成を図っている。
◇平成29年度は県内6箇所において，住民，関係機関，合
計約260人が参加した。

◇県・市町村・要配慮者利用施設等が連携した避難訓練を実
施し，防災意識の向上を図った。

要配慮者利用施設との連携
した避難訓練及び出前講座
（気仙沼市）
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宮城県

自分の命は自分で
守るという防災意識
を持ってもらう

いつでも助け合
える地域コミュニ
ティの醸成

行政間で連携し、
住民の生命を守る
ことに努める

突然迫る脅威
土砂災害から

命を守るためには
連携が重要！！ 知る努力

知らせる
努力

防災網等は
いざというと
きの財産！
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宮城県

こうした現象は土砂災害の前兆現象です！

土石流

地すべり

がけ崩れ
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宮城県

みんなで防ごう土砂災害 土砂災害防止月間 （NPO法人土砂災害広報センター）
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土砂災害に関する防災情報を活用した避難行動（出典：気象庁HP)
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